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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】曜日、店舗、時間帯等の条件によってサービス
内容を変更できるデータ処理システム。
【解決手段】広告配信装置１０とサービス管理装置２０
と表示装置３０とＩＣカード５０と第１のリーダ／ライ
タ６０と店舗端末装置７０と第２のリーダ／ライタ８０
とを備え、表示装置３０は選択された広告データの広告
識別データをサービス管理装置２０に送信し、サービス
管理装置２０は送信された広告識別データに関連したサ
ービス識別データを表示装置３０に送信し、表示装置３
０は第１のリーダ／ライタ６０でＩＣカード５０にサー
ビス識別データを書込み、第２のリーダ／ライタ８０で
ＩＣカード５０よりサービス識別データを読出すと、店
舗端末装置７０はサービス管理装置２０にサービス識別
データと条件データとを送信し、サービス管理装置２０
はサービス識別データと関連した管理テーブルから条件
データに応じた割引率データを生成し、店舗端末装置７
０に送信する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　広告識別データが付与された広告データを配信する広告配信装置と、
　上記広告識別データに対して、サービス識別データと条件によって異なるサービス内容
を定義した管理テーブルとを関連付けたデータベースを有するサービス管理装置と、
　上記広告配信装置より配信された広告識別データが付与された広告データを表示部に表
示する表示装置と、
　上記サービス識別データを格納するメモリ手段と、
　上記表示装置に接続され、上記メモリ手段と通信を行い、上記メモリ手段に上記サービ
ス識別データを書き込む第１のリーダ／ライタと、
　上記メモリ手段と通信を行い、上記メモリ手段より上記サービス識別データを読み出す
第２のリーダ／ライタと、
　上記第２のリーダ／ライタが接続され、この第２のリーダ／ライタで上記メモリ手段よ
り読み出したサービス識別データを上記サービス管理装置に送信すると共に、上記サービ
ス管理装置より送信されたサービス内容を含むサービスデータを受信する端末装置とを備
え、
　上記広告配信装置は、上記広告識別データが付与された広告データを上記表示装置に配
信し、
　上記表示装置は、選択された所定の広告データの広告識別データを上記サービス管理装
置に送信し、
　上記サービス管理装置は、上記表示装置より送信された広告識別データに関連付けられ
たサービス識別データを上記表示装置に送信し、
　上記表示装置は、上記サービス管理装置より送信されたサービス識別データを上記第１
のリーダ／ライタを介して上記メモリ手段に書き込み、
　上記端末装置は、上記第２のリーダ／ライタで上記メモリ手段より上記サービス識別デ
ータが読み出されると、当該読み出したサービス識別データを上記サービス管理装置に送
信し、
　上記サービス管理装置は、上記端末装置より送信されたサービス識別データに基づいて
管理テーブルを特定すると共に、上記端末装置又は当該サービス管理装置で生成した条件
データに基づいて、当該条件データを示す条件に対応するサービス内容を特定し、特定し
たサービス内容を含むサービスデータを端末装置に送信することを特徴とするデータ処理
システム。
【請求項２】
　上記管理テーブルは、曜日、店舗、時間帯のうち少なくとも１つの条件毎に、異なるサ
ービス内容が定義されていることを特徴とする請求項１記載のデータ処理システム。
【請求項３】
　上記メモリ手段には、更に、属性データが格納されており、
　上記広告配信装置は、更に、上記属性データと上記広告識別データとを関連付けて管理
し、
　上記表示装置は、上記第１のリーダ／ライタを介して上記メモリ手段より上記属性デー
タを読み出し、当該読み出した属性データを上記広告配信装置に送信し、
　上記広告配信装置は、上記表示装置より送信された属性データに関連付けられた広告デ
ータを上記表示装置に配信し、
　上記表示装置は、上記広告配信装置より配信された広告データを表示部に表示すること
を特徴とする請求項１記載のデータ処理システム。
【請求項４】
　上記表示装置は、更に、上記サービス管理装置が上記表示装置からの要求に応じて送信
された管理テーブルのサービス内容を表示することを特徴とする請求項１記載のデータ処
理システム。
【請求項５】
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　上記端末装置は、更に、上記サービス管理装置が上記端末装置からの要求に応じて送信
された管理テーブルのサービス内容を表示することを特徴とする請求項１記載のデータ処
理システム。
【請求項６】
　要求に応じて上記サービス管理装置より送信された管理テーブルのサービス内容を表示
するユーザ端末を備えることを特徴とする請求項１記載のデータ処理システム。
【請求項７】
　広告識別データに対して、サービス識別データと条件によって異なるサービス内容を定
義した管理テーブルとを関連付けてデータベースで管理するステップと、
　広告配信装置が広告識別データが付与された広告データを配信するステップと、
　表示装置が上記広告配信装置より配信された広告識別データが付与された広告データを
表示部に表示するステップと、
　上記表示装置が選択された所定の広告データの広告識別データをサービス管理装置に送
信するステップと、
　上記サービス管理装置が上記表示装置より送信された広告識別データに関連付けられた
サービス識別データを上記表示装置に送信するステップと、
　上記表示装置が上記サービス管理装置より送信されたサービス識別データを第１のリー
ダ／ライタを介してメモリ手段に書き込むステップと、
　上記端末装置が上記第２のリーダ／ライタで上記メモリ手段より上記サービス識別デー
タが読み出されると、当該読み出したサービス識別データを上記サービス管理装置に送信
するステップと、
　上記サービス管理装置が上記端末装置より送信されたサービス識別データに基づいて管
理テーブルを特定すると共に、上記端末装置又は上記サービス管理装置で生成した条件デ
ータに基づいて、この条件データが示す条件に対応するサービス内容を特定し、特定した
サービス内容を含むサービスデータを上記端末装置に送信するステップとを有することを
特徴とするデータ処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、曜日、店舗、時間帯等の条件によってサービス内容を変更することができる
データ処理システム及びデータ処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、特許文献１のようなインターラクティブサイネージのシステムでは、公共の場所
に設置されたテレビモニタや家庭内のテレビモニタに表示される広告から、この広告に関
わる商品及びイベント等に関連する電子クーポンを配布し、この電子クーポンを店舗やイ
ベント会場等に持って行き、照合することによって、所定のサービスが受けられる。
【０００３】
　しかしながら、特許文献１のインターラクティブサイネージのシステムでは、ある電子
クーポンが配布されることで、固定された所定のサービスが受けられるにとどまっていた
。
【０００４】
　ところで、店舗等においては、例えば、週末や休日は来客が多いが平日は来客が少ない
場合がある一方、平日は来客が多いが週末や休日は来客が少ない場合もある。また、お昼
の時間帯の来客は多いがその他の時間帯の来客が少ない場合もある。更に、交通のアクセ
スがよく来客が多い店舗がある一方、交通のアクセスが悪く来客が少ない店舗もある。店
舗側としてみれば、曜日、店舗、時間帯等の条件によって来客数が変動することをできる
だけ抑えるために、来客が少ない条件のときに来客を増やすことが望まれている。
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－３０１５８６号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、曜日、店舗、時間帯等の条件によってサービス内容が異なるサービスデータ
を頒布することで、来客が少ない条件のときに来客を増やすように誘導することができる
データ処理システム及びデータ処理方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した目的を達成する本発明に係るデータ処理システムは、広告識別データが付与さ
れた広告データを配信する広告配信装置と、上記広告識別データに対して、サービス識別
データと条件によって異なるサービス内容を定義した管理テーブルとを関連付けたデータ
ベースを有するサービス管理装置と、上記広告配信装置より配信された広告識別データが
付与された広告データを表示部に表示する表示装置と、上記サービス識別データを格納す
るメモリ手段と、上記表示装置に接続され、上記メモリ手段と通信を行い、上記メモリ手
段に上記サービス識別データを書き込む第１のリーダ／ライタと、上記メモリ手段と通信
を行い、上記メモリ手段より上記サービス識別データを読み出す第２のリーダ／ライタと
、上記第２のリーダ／ライタが接続され、この第２のリーダ／ライタで上記メモリ手段よ
り読み出したサービス識別データを上記サービス管理装置に送信すると共に、上記サービ
ス管理装置より送信されたサービス内容を含むサービスデータを受信する端末装置とを備
える。
【０００８】
　そして、データ処理システムは、上記広告配信装置が、上記広告識別データが付与され
た広告データを上記表示装置に配信し、上記表示装置が、選択された所定の広告データの
広告識別データを上記サービス管理装置に送信し、上記サービス管理装置が、上記表示装
置より送信された広告識別データに関連付けられたサービス識別データを上記表示装置に
送信し、上記表示装置が、上記サービス管理装置より送信されたサービス識別データを上
記第１のリーダ／ライタを介して上記メモリ手段に書き込み、上記端末装置が、上記第２
のリーダ／ライタで上記メモリ手段より上記サービス識別データが読み出されると、当該
読み出したサービス識別データを上記サービス管理装置に送信し、上記サービス管理装置
が、上記端末装置より送信されたサービス識別データに基づいて管理テーブルを特定する
と共に、上記端末装置又は当該サービス管理装置で生成した条件データに基づいて、この
条件データが示す条件に対応するサービス内容を特定し、特定したサービス内容を含むサ
ービスデータを端末装置に送信する。
【０００９】
　また、本発明は、以上のようなデータ処理システムを用いたデータ処理方法である。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、サービス管理装置が、サービス識別データに関連付けられた管理テー
ブルをデータベースより特定し、特定した管理テーブルで端末装置又はサービス管理装置
で生成した条件データに基づいて、この条件データが示す条件に対応するサービス内容の
サービスデータを生成し、生成したサービスデータを端末装置に送信することで、来客の
少ない条件のときに、特典の大きなサービスを提供することができるようになり、来客を
増やすように誘導することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明が適用されたデータ処理システムについて、図面を参照して説明する。
【００１２】
　図１に示すように、本発明が適用されたデータ処理システム１は、広告データと管理テ
ーブル等を提供する広告主端末２と、広告主端末２より提供された広告データに広告識別
データを付与して配信する広告配信装置１０と、広告識別データと管理テーブル等を関連
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付けて管理するデータベース２２を有するサービス管理装置２０と、広告配信装置１０よ
り配信された広告データを表示する表示装置３０と、ユーザが所持管理するＩＣカード５
０と、表示装置３０に接続されＩＣカード５０と通信を行う第１のリーダ／ライタ６０と
、店舗等に設置されるＰＯＳ機能を有する店舗端末装置７０と、店舗端末装置７０に接続
されＩＣカード５０と通信を行う第２のリーダ／ライタ８０とを備える。
【００１３】
　広告データと管理テーブル等を提供する広告主端末２は、例えば複数の広告主がそれぞ
れ管理しており、図２（Ａ）に示すように、通常のサーバ装置やワークステーションと同
様の構成を有する。具体的に、広告主端末２は、広告データやこの広告データのサービス
データである割引率データを管理する管理テーブル等を格納する広告ソース３と、広告ソ
ース３に格納された広告データや管理テーブル等を送信するネットワークＩ／Ｆ４と、全
体の動作を制御する制御部５とを備えている。
【００１４】
　広告ソース３は、例えば大容量のハードディスクで構築されており、広告データと、こ
の広告データの割引率データを管理する管理テーブルと、ユーザ等が所持管理するＩＣカ
ード５０に格納された属性データと関連する広告データを提供するための広告属性データ
とを格納している。
【００１５】
　具体的に、広告ソース３は、例えば広告主が「○○○レストラン」の場合、広告データ
は、「メニューＡ１」、「メニューＡ２」等のメニューの画像データである。
【００１６】
　管理テーブルは、図３に示すように、「メニューＡ１」、「メニューＡ２」の曜日に応
じた割引率データを格納している。曜日に応じた割引率データを格納することで、広告主
は、曜日に応じて来客数が変動することを抑えることができる。例えば、広告主「○○○
レストラン」は、都心のオフィス街にある場合、週末のみ割引を設定することや平日と比
べて週末の割引率データを高く設定することで、週末と平日での来客数の変動を抑えるこ
とができる。すなわち、この管理テーブルは、例えば、「メニューＡ１」に対して、土曜
日と日曜日に１０％の割引率データを格納し、「メニューＡ２」に対して、月曜日から金
曜日に５％、土曜日と日曜日に１５％の割引率データを格納している。
【００１７】
　広告属性データは、年齢、性別、嗜好、住所等のＩＣカード５０に格納された属性デー
タと対応し、例えば、「メニューＡ１」に対して、「２０代～３０代」と設定し、「メニ
ューＡ２」に対して、「４０代～５０代」と設定したデータである。
【００１８】
　また、広告ソース３は、例えば広告主が「△△△映画館」の場合、広告データは、「映
画Ｂ１」、「映画Ｂ２」の予告編等の動画データである。
【００１９】
　管理テーブルは、図４に示すように、「映画Ｂ１」、「映画Ｂ２」の店舗に応じた割引
率データを格納している。店舗に応じた割引率データを格納することで、広告主は、店舗
に応じて来客数が変動することを抑えることができる。例えば、広告主「△△△映画館」
は、郊外にある交通のアクセスの悪い店舗のみに割引を設定することや交通のアクセスの
よい店舗に比べて交通のアクセスの悪い店舗の割引率データを高く設定することで、店舗
間での来客数の変動を抑えることができる。すなわち、この管理テーブルは、「映画Ｂ１
」に対して、「６６６店舗」と「７７７店舗」に５％の割引率データを格納し、「映画Ｂ
２」に対して、「１１１店舗」から「５５５店舗」に５％、「６６６店舗」と「７７７店
舗」に１０％の割引率データを格納している。
【００２０】
　広告属性データは、例えば、「映画Ｂ１」に対して、「男性」と設定し、「映画Ｂ２」
に対して、「女性」と設定したデータである。
【００２１】
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　更に、広告ソース３は、例えば広告主が「□□□スーパーマーケット」の場合、広告デ
ータは、「商品Ｃ１」、「商品Ｃ２」、「商品Ｄ」等の商品の画像データである。
【００２２】
　管理テーブルは、図５に示すように、「商品Ｃ１」、「商品Ｃ２」の時間帯に応じた割
引率データを格納している。時間帯に応じた割引率データを格納することで、広告主は、
時間帯に応じて来客数が変動することを抑えることができる。例えば、広告主「□□□ス
ーパーマーケット」は、夕方や閉店前のみに「商品Ｃ１」や「商品Ｃ２」の割引を設定す
ることやその他の時間帯と比べて夕方や閉店前の「商品Ｃ１」や「商品Ｃ２」の割引率デ
ータを高く設定することで、時間帯に応じた来客数の変動を抑えることができると共に、
「商品Ｃ１」や「商品Ｃ２」の売れ残りをなくすことができる。すなわち、この管理テー
ブルは、「商品Ｃ１」に対して、１６時から１７時まで５％、１７時から２０時まで１０
％、２０時から２１時まで１５％の割引率データを格納し、「商品Ｃ２」に対して、１０
時から１６時まで５％、１６時から１７時まで１０％、１７時から２０時まで１５％、２
０時から２１時まで２０％の割引率データを格納している。
【００２３】
　また、管理テーブルは、図６に示すように、「商品Ｄ」の曜日及び時間帯に応じた割引
率データを格納している。曜日及び時間帯に応じた割引率データを格納することで、広告
主は、曜日及び時間帯に応じて来客数が変動することを抑えることができる。例えば、広
告主「□□□スーパーマーケット」は、休日の夕方や閉店前のみに「商品Ｄ」の割引を設
定することや平日や休日のその他の時間帯と比べて休日の夕方や閉店前の「商品Ｄ」の割
引率データを高く設定することで、曜日及び時間帯の応じた来客数の変動を抑えることが
できると共に、「商品Ｄ」の売れ残りをなくすことができる。すなわち、この管理テーブ
ルは、「商品Ｄ」に対して、月曜日から金曜日の１６時から１７時まで５％、月曜日から
金曜日の１７時から２０時まで１０％、月曜日から金曜日の２０時から２１時まで１５％
、土曜日と日曜日の１０時から１６時まで５％、土曜日と日曜日の１６時から１７時まで
１０％、土曜日と日曜日の１７時から２０時まで１５％、土曜日と日曜日の２０時から２
１時まで２０％の割引率データを格納している。
【００２４】
　広告属性データは、例えば、「商品Ｃ１」に対して、「２０代～３０代」及び「男性」
と設定し、「商品Ｃ２」に対して、「４０代～５０代」及び「女性」と設定したデータで
ある。なお、広告属性データは、必ずしも設定することに限定されるものではなく、例え
ば「商品Ｄ」のように、設定しなくてもよい。
【００２５】
　また、管理テーブルは、曜日、店舗、時間帯又は曜日及び時間帯に応じた割引率データ
を格納することに限定されるものではなく、上述した他に、曜日と店舗、店舗と時間帯、
曜日と店舗と時間帯とに応じた割引率データを格納してもよい。曜日と店舗に応じた割引
率データを格納することで、広告主は、曜日と店舗に応じて来客数が変動することを抑え
ることができ、店舗と時間帯に応じた割引率データを格納することで、広告主は、店舗と
時間帯に応じて来客数が変動することを抑えることができ、曜日と店舗と時間帯とに応じ
た割引率データを格納することで、広告主は、曜日と店舗と時間帯とに応じて来客数が変
動することを抑えることができる。
【００２６】
　広告ソース３に格納された広告データと割引率データと広告属性データとを送信するネ
ットワークＩ／Ｆ４は、インターネット等のネットワークを介して広告配信装置１０やサ
ービス管理装置２０と接続するネットワークカード等で構成され、ＴＣＰ／ＩＰ（Transm
ission Control Protocol/Internet Protocol）、ＲＴＰ（Real-time Transport Protoco
l）等のプロトコルに従って通信を行う。
【００２７】
　全体の動作を制御する制御部５は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Rea
d Only Memory ）、ＲＡＭ（Random Access Memory）等で構成され、例えばＰＣＩ（Peri
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pheral Component Interconnect）バスを介して相互に接続され、ＲＡＭ等にロードされ
たプログラムや処理データに従って全体の動作を制御する。
【００２８】
　例えば、制御部５は、広告ソース３に格納されている複数の広告データと広告属性デー
タとをネットワークＩ／Ｆ４を介して広告配信装置１０に送信すると共に、管理テーブル
をネットワークＩ／Ｆ４を介してサービス管理装置２０に送信する。
【００２９】
　複数の広告主端末２よりそれぞれ広告データと広告属性データとが送信される広告配信
装置１０は、例えば広告代理店が管理しており、通常のサーバ装置やワークステーション
と同様の構成を有する。具体的に、広告配信装置１０は、図２（Ａ）に示すように、複数
の広告主端末２よりそれぞれ広告データと広告属性データとが送信されるネットワークＩ
／Ｆ１１と、ネットワークＩ／Ｆ１１で受信された広告データに広告識別データを挿入す
る広告識別データ挿入部１２と、広告識別データ挿入部１２で広告識別データが挿入され
た広告データを格納する広告データ格納部１３と、全体の動作を制御する制御部１４とを
備えている。
【００３０】
　複数の広告主端末２よりそれぞれ広告データと広告属性データとが送信されるネットワ
ークＩ／Ｆ１１は、インターネット等のネットワークを介して広告主端末２やサービス管
理装置２０や表示装置３０と接続するネットワークカード等で構成され、ＴＣＰ／ＩＰ、
ＲＴＰ等のプロトコルに従って通信を行う。
【００３１】
　例えば、ネットワークＩ／Ｆ１１は、インターネット等のネットワークを介して複数の
広告主端末２よりそれぞれ広告データと広告属性データとが送信され、送信された広告デ
ータを広告識別データ挿入部１２に出力すると共に、広告属性データを広告データ格納部
１３に出力する。
【００３２】
　ネットワークＩ／Ｆ１１より広告データが出力される広告識別データ挿入部１２は、複
数の広告主端末２より送信されたそれぞれの広告データを識別するために、広告識別デー
タを、広告データの例えばヘッダの部分に挿入する。
【００３３】
　具体的に、広告識別データ挿入部１２は、広告主「○○○レストラン」の広告主端末２
より送信された「メニューＡ１」の広告データに広告識別データ「ＡＡ１」を挿入し、「
メニューＡ２」の広告データに広告識別データ「ＡＡ２」を挿入する。
【００３４】
　また、他の広告主「△△△映画館」の広告主端末２より送信された「映画Ｂ１」の広告
データに広告識別データ「ＢＢ１」を挿入し、「映画Ｂ２」の広告データに広告識別デー
タ「ＢＢ２」を挿入する。
【００３５】
　更に、他の広告主「□□□スーパーマーケット」の広告主端末２より送信された「商品
Ｃ１」の広告データに広告識別データ「ＣＣ１」を挿入し、「商品Ｃ２」の広告データに
広告識別データ「ＣＣ２」を挿入し、「商品Ｄ」の広告データに広告識別データ「ＤＤＤ
」を挿入する。そして、広告識別データ挿入部１２は、広告識別データが挿入された広告
データを広告データ格納部１３に出力する。
【００３６】
　広告識別データ挿入部１２より広告識別データが挿入された広告データが出力されると
共に、ネットワークＩ／Ｆ１１より広告属性データが出力される広告データ格納部１３は
、例えば大容量のハードディスクで構築されており、広告識別データが挿入された広告デ
ータと広告属性データとを関連付けて格納している。
【００３７】
　具体的に、広告データ格納部１３には、図２（Ｂ）に示すように、広告主「○○○レス
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トラン」の広告主端末２より送信され、広告識別データ挿入部１２で広告識別データ「Ａ
Ａ１」が挿入された「メニューＡ１」の広告データと広告属性データ「２０～３０代」と
を関連付けて格納し、広告識別データ「ＡＡ２」が挿入された「メニューＡ２」の広告デ
ータと広告属性データ「４０～５０代」とを関連付けて格納し、他の広告主「△△△映画
館」の広告主端末２より送信され、広告識別データ「ＢＢ１」が挿入された「映画Ｂ１」
の広告データと広告属性データ「男性」とを関連付けて格納し、広告識別データ「ＢＢ２
」が挿入された「映画Ｂ２」の広告データと広告属性データ「女性」とを関連付けて格納
し、他の広告主「□□□スーパーマーケット」の広告主端末２より送信され、広告識別デ
ータ「ＣＣ１」が挿入された「商品Ｃ１」の広告データと広告属性データ「２０～３０代
」及び「男性」とを関連付けて格納し、広告識別データ「ＣＣ２」が挿入された「商品Ｃ
２」の広告データと広告属性データ「４０～５０代」及び「女性」とを関連付けて格納し
ている。
【００３８】
　全体の動作を制御する制御部１４は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等で構成され、例えばＰ
ＣＩバスを介して相互に接続され、ＲＡＭ等にロードされたプログラムや処理データに従
って全体の動作を制御する。
【００３９】
　例えば、制御部１４は、広告データ格納部１３に格納されている複数の広告データを、
ネットワークＩ／Ｆ１１を介して一又は複数の表示装置３０にストリーミング等で順次配
信する。
【００４０】
　また、制御部１４は、広告データに挿入した広告識別データを、ネットワークＩ／Ｆ１
１を介してサービス管理装置２０に送信する。
【００４１】
　更に、制御部１４は、ネットワークＩ／Ｆ１１を介して一の表示装置３０よりユーザの
属性データと、この属性データと関連する広告データの広告要求信号とが送信されたとき
、広告データ格納部１３に格納されている複数の広告データの中から、この属性データと
一致する広告属性データと関連付けられた広告データを特定し、特定した広告データをネ
ットワークＩ／Ｆ１１を介して送信してきた表示装置３０に配信する。
【００４２】
　なお、広告配信装置１０は、広告主からの広告データを、記録媒体、例えば光ディスク
、磁気テープ、メモリカードによって読み込んでもよい。すなわち、広告配信装置１０は
、各種ドライブ装置を備え、広告主から提供された記録媒体を再生して、広告データを読
み込んでもよい。
【００４３】
　広告識別データとサービス識別データと管理テーブル等を関連付けて管理するサービス
管理装置２０は、例えば広告代理店が管理しており、通常のサーバ装置やワークステーシ
ョンと同様の構成を有する。
【００４４】
　具体的に、サービス管理装置２０は、図７（Ａ）に示すように、ネットワークを介して
広告主端末２や表示装置３０や店舗端末装置７０と通信を行うネットワークＩ／Ｆ２１と
、大容量ハードディスク等に構築されたデータベース２２と、全体の動作を制御する制御
部２３とを備えている。
【００４５】
　広告主端末２や表示装置３０や店舗端末装置７０と通信を行うネットワークＩ／Ｆ２１
は、インターネット等のネットワークを介して広告主端末２や表示装置３０や店舗端末装
置７０と接続するネットワークカード等で構成され、ＴＣＰ／ＩＰ、ＲＴＰ等のプロトコ
ルに従って通信を行う。
【００４６】
　例えば、ネットワークＩ／Ｆ２１は、インターネット等のネットワークを介して複数の
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広告主端末２よりそれぞれ割引率データを管理する管理テーブルが送信され、送信された
管理テーブルをデータベース２２に出力すると共に、インターネット等のネットワークを
介して広告配信装置１０より広告識別データが送信され、送信された広告識別データをデ
ータベース２２に出力する。
【００４７】
　大容量ハードディスク等に構築されたデータベース２２は、広告識別データと管理テー
ブル等を体系的に管理する。データベース２２は、図７（Ｂ）に示すように、複数の広告
主端末２よりそれぞれ送信された割引率データを管理する管理テーブルにサービス識別デ
ータを付与して格納している。また、データベース２２は、このサービス識別データと、
広告配信装置１０より送信された広告識別データとを関連付けて格納している。
【００４８】
　具体的に、データベース２２は、図７（Ｂ）に示すように、例えば、広告主「○○○レ
ストラン」の広告主端末２より送信された「メニューＡ１」の割引率データを管理する第
１の管理テーブルにサービス識別データ「ａａ１」を付与して格納し、このサービス識別
データ「ａａ１」と広告配信装置１０より送信された「メニューＡ１」の広告データに挿
入された広告識別データ「ＡＡ１」とを関連付けて格納している。
【００４９】
　また、データベース２２は、「メニューＡ２」の割引率データを管理する第１の管理テ
ーブルにサービス識別データ「ａａ２」を付与して格納し、このサービス識別データ「ａ
ａ２」と広告配信装置１０より送信された「メニューＡ２」の広告データに挿入された広
告識別データ「ＡＡ２」とを関連付けて格納している。
【００５０】
　更に、データベース２２は、例えば、他の広告主「△△△映画館」の広告主端末２より
送信された「映画Ｂ１」の割引率データを管理する第２の管理テーブルにサービス識別デ
ータ「ｂｂ１」を付与して格納し、このサービス識別データ「ｂｂ１」と広告配信装置１
０より送信された「映画Ｂ１」の広告データに挿入された広告識別データ「ＢＢ１」とを
関連付けて格納している。
【００５１】
　また、データベース２２は、「映画Ｂ２」の割引率データを管理する第２の管理テーブ
ルにサービス識別データ「ｂｂ２」を付与して格納し、このサービス識別データ「ｂｂ２
」と広告配信装置１０より送信された「映画Ｂ２」の広告データに挿入された広告識別デ
ータ「ＢＢ２」とを関連付けて格納している。
【００５２】
　更に、データベース２２は、例えば、他の広告主「□□□スーパーマーケット」の広告
主端末２より送信された「商品Ｃ１」の割引率データを管理する第３の管理テーブルにサ
ービス識別データ「ｃｃ１」を付与して格納し、このサービス識別データ「ｃｃ１」と広
告配信装置１０より送信された「商品Ｃ１」の広告データに挿入された広告識別データ「
ＣＣ１」とを関連付けて格納している。
【００５３】
　また、データベース２２は、「商品Ｃ２」の割引率データを管理する第３の管理テーブ
ルにサービス識別データ「ｃｃ２」を付与して格納し、このサービス識別データ「ｃｃ２
」と広告配信装置１０より送信された「商品Ｃ２」の広告データに挿入された広告識別デ
ータ「ＣＣ２」とを関連付けて格納している。
【００５４】
　更に、データベース２２は、「商品Ｄ」の割引率データを管理する第４の管理テーブル
にサービス識別データ「ｄｄｄ」を付与して格納し、このサービス識別データ「ｄｄｄ」
と広告配信装置１０より送信された「商品Ｄ」の広告データに挿入された広告識別データ
「ＤＤＤ」とを関連付けて格納している。
【００５５】
　全体の動作を制御する制御部２３は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等で構成され、データベ
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ース２２、ネットワークＩ／Ｆ２１等と例えばＰＣＩバスを介して相互に接続され、ＲＡ
Ｍ等にロードされたプログラムや処理データに従って全体の動作を制御する。
【００５６】
　例えば、制御部２３は、複数の広告主端末２よりそれぞれネットワークＩ／Ｆ２１を介
して送信された管理テーブルにサービス識別データを付与してデータベース２２に格納し
、このサービス識別データと広告配信装置１０よりネットワークＩ／Ｆ２１を介して送信
された広告識別データとを関連付けてデータベース２２に格納する。
【００５７】
　また、制御部２３は、ネットワークＩ／Ｆ２１を介して表示装置３０より広告識別デー
タと割引率データの取得要求信号とが送信されたとき、データベース２２にアクセスし、
送信された広告識別データと関連付けられたサービス識別データをデータベース２２より
特定し、特定したサービス識別データをネットワークＩ／Ｆ２１を介して表示装置３０に
送信する。
【００５８】
　更に、制御部２３は、ネットワークＩ／Ｆ２１を介して店舗端末装置７０よりサービス
識別データと曜日、店舗、時間帯等の条件データが送信されたとき、データベース２２に
アクセスし、送信されたサービス識別データに関連付けられた管理テーブルをデータベー
ス２２より特定し、特定した管理テーブルで条件データに応じた割引率データを生成し、
生成した割引率データをネットワークＩ／Ｆ２１を介して店舗端末装置７０に送信する。
【００５９】
　また、制御部２３は、ネットワークＩ／Ｆ２１を介して表示装置３０より広告識別デー
タと割引率データの確認要求信号とが送信されたとき、データベース２２にアクセスし、
送信された広告識別データに関連付けられた管理テーブルをデータベース２２より特定し
、特定した管理テーブルをネットワークＩ／Ｆ２１を介して表示装置３０に送信する。
【００６０】
　更に、制御部２３は、ネットワークＩ／Ｆ２１を介して表示装置３０又は店舗端末装置
７０からサービス識別データと取得済みの割引率データの確認要求信号とが送信されたと
き、データベース２２にアクセスし、送信されたサービス識別データに関連付けられた管
理テーブルをデータベース２２より特定し、特定した管理テーブルをネットワークＩ／Ｆ
２１を介してサービス識別データと取得済みの割引率データの確認要求信号とを送信して
きた表示装置３０又は店舗端末装置７０に送信する。
【００６１】
　なお、サービス管理装置２０は、広告主からの管理テーブルを、記録媒体、例えば光デ
ィスク、磁気テープ、メモリカードによって読み込んでもよい。すなわち、サービス管理
装置２０は、各種ドライブ装置を備え、広告主から提供された記録媒体を再生して、広告
データを読み込んでもよい。
【００６２】
　広告配信装置１０より配信された広告データを表示する表示装置３０は、ホテルのロビ
ー、駅構内といった公共の場所に設置される大型の表示装置等である。具体的に、表示装
置３０は、図８に示すように、インターネット等のネットワークを介して広告配信装置１
０やサービス管理装置２０と通信を行うネットワークＩ／Ｆ３１と、広告配信装置１０か
らネットワークＩ／Ｆ３１を介して配信された広告データより広告識別データを抽出する
広告識別データ抽出部３２と、広告識別データ抽出部３２で抽出した広告識別データを格
納する広告識別データ格納部３３と、広告データを表示するＣＲＴ（Cathode Ray Tube）
、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等の表示部３４と、操作信号を入力する押しボタン
、スライドスイッチ、キーボード等で構成された操作部３５と、全体の動作を制御する制
御部３６とを備えている。
【００６３】
　広告配信装置１０やサービス管理装置２０と通信を行うネットワークＩ／Ｆ３１は、イ
ンターネット等のネットワークを介して広告配信装置１０やサービス管理装置２０と接続
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するネットワークカード等で構成され、ＴＣＰ／ＩＰ、ＲＴＰ等のプロトコルに従って通
信を行う。
【００６４】
　例えば、ネットワークＩ／Ｆ３１は、広告配信装置１０よりストリーミング配信された
広告データを受信し、受信した広告データを広告識別データ抽出部３２に出力する。
【００６５】
　ネットワークＩ／Ｆ３１より広告データが出力された広告識別データ抽出部３２は、出
力された広告データより広告識別データを、例えば広告識別データが格納されているヘッ
ダ部より抽出する。広告識別データ抽出部３２は、抽出した広告識別データを広告識別デ
ータ格納部３３に出力すると共に、広告データを表示部３４に出力する。
【００６６】
　広告識別データ抽出部３２より広告識別データが出力される広告識別データ格納部３３
は、例えば大容量のハードディスクで構築されており、広告識別データ抽出部３２より広
告識別データが出力され、出力された広告識別データを格納する。なお、広告識別データ
格納部３３は、広告配信装置１０より送信された表示部３４で再生する広告データを複数
格納しておき、順次繰り返して、表示部３４で再生できるようにしても良い。
【００６７】
　広告識別データ抽出部３２より広告データが出力される表示部３４は、例えばＬＣＤで
あって、複数、例えば４つを２列２段に並べて設け、同時に、同じ又は異なる４つの広告
データを表示する。
【００６８】
　操作部３５は、押しボタン、スライドスイッチ、ダイヤル等で構成されている。操作部
３５では、例えば、ユーザが割引率データを取得するため、ユーザが表示部３４に表示さ
れている広告データの割引率データを確認するため、又は、ユーザが取得済みの割引率デ
ータを確認するための操作を行う。
【００６９】
　全体の動作を制御する制御部３６は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等で構成され、例えばＰ
ＣＩバスを介して相互に接続され、操作部３５から入力される操作信号に応じて全体の動
作を制御する。
【００７０】
　例えば、制御部３６は、ユーザが割引率データを取得するために表示部３４に表示され
ている所定の広告データを操作部３５で選択し、ユーザが所持管理するＩＣカード５０を
第１のリーダ／ライタ６０にかざしたとき、ユーザが操作部３５で選択した広告データの
広告識別データを広告識別データ格納部３３より読み出し、ネットワークＩ／Ｆ３１を介
して読み出した広告識別データと割引率データの取得要求信号とをサービス管理装置２０
に送信すると共に、ネットワークＩ／Ｆ３１を介してサービス管理装置２０より送信され
たサービス識別データを第１のリーダ／ライタ６０に出力する。
【００７１】
　また、制御部３６は、ユーザが所持管理するＩＣカード５０を第１のリーダ／ライタ６
０にかざしたとき、第１のリーダ／ライタ６０より出力されたユーザの属性データと広告
要求信号とをネットワークＩ／Ｆ３１を介して広告配信装置１０に送信すると共に、ネッ
トワークＩ／Ｆ３１を介して広告配信装置１０より送信された広告データを表示部３４で
表示する。
【００７２】
　更に、制御部３６は、ユーザが表示部３４に表示されている広告データの割引率データ
を確認するために所定の広告データを操作部で選択したとき、ユーザが操作部３５で選択
した広告データの広告識別データを広告識別データ格納部３３より読み出し、ネットワー
クＩ／Ｆ３１を介して読み出した広告識別データと割引率データの確認要求信号とをサー
ビス管理装置２０に送信すると共に、ネットワークＩ／Ｆ３１を介してサービス管理装置
２０より送信された管理テーブルを表示部３４で表示する。
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【００７３】
　また、制御部３６は、ユーザが所持管理するＩＣカード５０に既に取得済みの割引率デ
ータを確認するために、ユーザが所持管理するＩＣカード５０を第１のリーダ／ライタ６
０にかざしたとき、第１のリーダ／ライタ６０より受信したサービス識別データと取得済
みの割引率データの広告要求信号とをネットワークＩ／Ｆ３１を介してサービス管理装置
２０に送信すると共に、ネットワークＩ／Ｆ３１を介してサービス管理装置２０より送信
された管理テーブルを表示部３４で表示する。
【００７４】
　以上のように構成された表示装置３０には、ＩＣカード５０と通信を行う第１のリーダ
／ライタ６０が接続されている。なお、ＩＣカード５０と第１のリーダ／ライタ６０との
間では、ＲＦＩＤ（Radio Frequency Identification System）、ＮＦＣ（Near Field Co
mmunication）等の短距離又は近距離の無線通信が行われる。
【００７５】
　ＩＣカード５０は、図９に示すように、例えば名刺サイズのプラスチックカード内に、
第１のリーダ／ライタ６０や第２のリーダ／ライタ８０と通信を行う例えばループ状のア
ンテナ５１と、第１のリーダ／ライタ６０や第２のリーダ／ライタ８０と通信制御を行う
コントローラ５２と、第１のリーダ／ライタ６０や第２のリーダ／ライタ８０と送受信を
行う際の変復調を行うＲＦ部５３と、メモリ識別データともなるユーザ識別データ等が格
納されたＲＯＭ５４と、送受信を行うデータが一時的にロードされるＲＡＭ５５と、サー
ビス識別データ等を格納するメモリ５６を備えている。
【００７６】
　このＩＣカード５０では、動作電源電圧Ｖｄをレギュレータ５７で得るようにし、電池
を内蔵しないようになっている。すなわち、ここで用いられるレギュレータ５７は、第１
のリーダ／ライタ６０や第２リーダ／ライタ８０との通信時にアンテナ５１で得られる磁
界エネルギーをコイルで誘導し、これを直流電圧Ｖｄに変換して各部の動作電源電圧とす
る。
【００７７】
　また、メモリ５６は、ＥＥＰ－ＲＯＭ（Electrically Erasable Programmable Read-On
ly Memory）といった不揮発性の半導体メモリであって、例えば、表示装置３０から取得
したサービス識別データを格納する。また、メモリ５６は、ユーザの性別、年齢、嗜好、
住所等の属性データを格納している。更に、メモリ５６は、電子マネー等の電子バリュー
データを格納するようにしても良い。また、メモリ識別データともなるユーザ識別データ
等は、ＲＯＭ５４ではなく、このメモリ５６に格納されていても良い。
【００７８】
　このようなＩＣカード５０において、コントローラ５２は、アンテナ５１で受信した変
調信号をＲＦ部５３で復調し、メモリ５６に格納する。例えば、表示装置３０がサービス
管理装置２０から取得したサービス識別データは、このようにしてメモリ５６に格納され
ることになる。
【００７９】
　また、コントローラ５２は、メモリ出力するデータをメモリ５６から読み出すと、ＲＦ
部５３で出力データを変調し、アンテナ５１から第１のリーダ／ライタ６０や第２のリー
ダ／ライタ８０に送受信する。例えば、第１のリーダ／ライタ６０は、このようにしてＩ
Ｃカード５０に格納されている属性データが送信される。また、第１のリーダ／ライタ６
０は、ユーザが既に取得済みの割引率データを表示装置３０で確認するとき、このように
してＩＣカード５０に格納されているサービス識別データが送信される。更に、第２のリ
ーダ／ライタ８０には、ユーザが割引率データを使用するとき、又は、ユーザが取得済み
の割引率データを店舗端末装置７０で確認するとき、このようにしてＩＣカード５０に格
納されているサービス識別データが送信される。
【００８０】
　なお、本発明では、ＩＣカード５０は、携帯電話やＰＤＡ（Personal Digital(Data) A
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ssistant ）等の小型又は携帯型の情報処理装置に内蔵されているものであっても良い。
【００８１】
　次に、以上のようなＩＣカード５０と通信を行う第１のリーダ／ライタ６０について図
１０を参照して説明する。
【００８２】
　第１のリーダ／ライタ６０は、図１０に示すように、ＩＣチップ６１に、ＣＰＵ６２、
ＳＰＵ（Signal Processing Unit）６３、ＲＡＭ６５ａ及びＲＯＭ６５ｂを有するメモリ
６４が設けられていると共に、復調部６６、アンテナ６７、変調部６８、発振回路６９を
有する。そして、ＣＰＵ６２、ＳＰＵ６３、メモリ６４は、バスを介して相互に接続され
ている。
【００８３】
　ＣＰＵ６２は、ＲＯＭ６５ｂに格納されている制御プログラムをＲＡＭ６５ａにロード
し、表示装置３０より出力された制御信号に基づいて各種の処理を実行する。例えばＣＰ
Ｕ６２は、ＩＣカード５０にデータを送信するコマンドを生成し、この生成したコマンド
を、バスを介してＳＰＵ６３に出力したり、ＩＣカード５０より送信されたデータの認証
処理等を行う。
【００８４】
　ＳＰＵ６３は、ＩＣカード５０からの応答データが復調部６６から送信されてきたとき
、そのデータに対して、例えば、ＢＰＳＫ（Binary Phase Shift_Keying）復調（マンチ
ェスターコードのデコード）等を施し、取得したデータを、表示装置３０に出力する。ま
た、ＳＰＵ６３は、ＩＣカード５０に送信するコマンドが出力されたとき、出力されたコ
マンドにＢＰＳＫ変調（マンチェスターコードへのコーディング）を施し、取得したデー
タを変調部６８に出力する。
【００８５】
　変調部６８は、発振回路６９から出力される所定の周波数（例えば、１３．５６MHz）
の搬送波を、ＳＰＵ６３より出力されるデータに基づいてＡＳＫ（Amplitude Shift Keyi
ng）変調し、生成された変調波を、電磁波としてアンテナ６７から出力する。一方、復調
部６６は、アンテナ６７を介して取得した変調波（ＡＳＫ変調波）を復調し、復調された
データをＳＰＵ６３に出力する。
【００８６】
　アンテナ６７は、例えばループ状であり、所定の電磁波を輻射し、それに対する負荷の
変化に基づいて非接触型のＩＣカード５０が近接されたか否かを検出する。そして、ＩＣ
カード５０が近接されたとき、アンテナ６７は、ＩＣカード５０との間で各種のデータを
送受信する。
【００８７】
　以上のような第１のリーダ／ライタ６０は、ユーザが割引率データを取得するために、
表示装置３０に表示されている所定の広告データを選択し、ＩＣカード５０をアンテナ６
７に近接させたとき、ＩＣカード５０に、ユーザが選択した広告データと関連付けられた
サービス識別データを格納する処理を行う。
【００８８】
　また、第１のリーダ／ライタ６０は、ユーザが所持管理するＩＣカード５０の属性デー
タと関連する広告データを表示装置３０に表示させるために、ＩＣカード５０をアンテナ
６７に近接させたとき、ＩＣカード５０より属性データを読み出し、読み出した属性デー
タを表示装置３０に出力する。
【００８９】
　更に、第１のリーダ／ライタ６０は、ユーザが既に取得済みの割引率データを確認する
ために、操作部３５で割引率データを確認する操作を行い、ＩＣカード５０をアンテナ６
７に近接させたとき、ＩＣカード５０よりサービス識別データを読み出し、読み出したサ
ービス識別データを表示装置３０に出力する。
【００９０】
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　ここで、本発明を適用したデータ処理システム１は、広告データが表示装置３０の表示
部３４に表示され、ユーザに選択された広告データの広告識別データを表示装置３０から
サービス管理装置２０に送信し、サービス管理装置２０からこの広告識別データに関連付
けられたサービス識別データを表示装置３０に送信し、表示装置３０からこのサービス識
別データを第１のリーダ／ライタ６０を介してＩＣカード５０に送信するものである。こ
のため、第１のリーダ／ライタ６０は、表示装置３０に近接した位置に設けられる。
【００９１】
　例えば、図１１に示すように、第１のリーダ／ライタ６０は、表示装置３０の表示部３
４に設けられている。表示部３４は、例えばＬＣＤであって、図１２に示すように、表示
面とは反対側に、第１のリーダ／ライタ６０がループ状のアンテナ６７がＬＣＤの裏面に
近接するように配設されている。この場合、表示部３４を構成する表示面の第１のリーダ
／ライタ６０上の領域がＩＣカード５０がかざされる通信領域３４ａとなる。この図１１
の例によれば、表示装置３０の外形形状を簡素化することができると共に操作性の向上を
図ることかができる。これにより、図１１に示すように、ユーザは、ＩＣカード５０を表
示部３４内の通信領域３４ａにかざすことによってデータのやり取りを行うことができる
。
【００９２】
　なお、第１のリーダ／ライタ６０は、表示装置３０の表示部３４の周囲のフレーム３０
ａに固定されたり、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）、ブルートゥース、ＩＥＥＥ（the 
Institute of Electrical and Electronics Engineers）１３９４、ＩＥＥＥ８０２等の
有線又は無線のインタフェースで接続されて、表示装置３０に近接した位置に設けられる
ようにしてもよい。
【００９３】
　また、図１１に示す表示装置３０では、表示部３４が４つ設けられていることから、同
時に、同じ又は異なる４つの広告データを再生することができる。なお、表示装置３０で
は、表示部３４が４つ設けられていることに限定されるものではなく、少なくとも１つ設
けられていればよく、適宜変更可能である。以下、図１３には、４つの表示部３４に表示
される広告データの一例を示す。
【００９４】
　例えば、図１３中左上の表示部３４には、「○○○レストラン」に関する広告データ、
すなわち「メニューＡ１」、「メニューＡ２」等の画像データが表示され、右上の表示部
３４には、「△△△映画館」の広告データ、すなわち「映画Ｂ１」、「映画Ｂ２」等の予
告編等の動画データが表示され、左下の表示部３４には、「□□□スーパーマーケット」
の広告データ、すなわち「商品Ｃ１」、「商品Ｃ２」等の画像データが表示され、右下の
表示部３４には、「□□□スーパーマーケット」の「商品Ｄ」の画像データが表示されて
いる。
【００９５】
　そして、例えば、図１３中左上の表示部３４の第１のリーダ／ライタ６０からは、「○
○○レストラン」の「メニューＡ１」、「メニューＡ２」等のサービスデータである割引
率データが取得でき、右上の表示部３４の第１のリーダ／ライタ６０からは、「△△△映
画館」で上演している「映画Ｂ１」、「映画Ｂ２」等の割引率データが取得でき、左下の
表示部３４の第１のリーダ／ライタ６０からは、「□□□スーパーマーケット」の「商品
Ｃ１」、「商品Ｃ２」等の割引率データが取得でき、右下の表示部３４の第１のリーダ／
ライタ６０からは、「□□□スーパーマーケット」の「商品Ｄ」の割引率データが取得で
きるようになっている。
【００９６】
　また、ＩＣカード５０にサービス識別データを取得したユーザが割引率データを使用す
る店舗に設置された店舗端末装置７０は、図１４に示すように、商品を販売する店舗に設
置されるＰＯＳ（Point Of Sale terminal）端末の機能を有する装置であって、サービス
管理装置２０と通信を行うネットワークＩ／Ｆ７１と、ＰＯＳ端末としての機能を実現す
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るＰＯＳ機能部７２と、動作状況等を表示する表示部７３と、全体の動作を制御する制御
部７４とを備える。
【００９７】
　サービス管理装置２０と通信を行うネットワークＩ／Ｆ７１は、インターネット等のネ
ットワークを介してサービス管理装置２０と接続するネットワークカード等で構成され、
ＴＣＰ／ＩＰ、ＲＴＰ等のプロトコルに従って通信を行う。
【００９８】
　例えば、ネットワークＩ／Ｆ７１は、ユーザが割引率データを使用するためにユーザ又
は店員が図示しない操作部を操作したとき、第２のリーダ／ライタ８０を介してＩＣカー
ド５０より読み出したサービス識別データと、ＩＣカード５０を第２のリーダ／ライタ８
０にかざしたときの曜日、店舗、時間帯等を示す条件データとをサービス管理装置２０に
送信すると共に、サービス管理装置２０より割引率データが送信され、送信された割引率
データをＰＯＳ機能部７２に出力する。
【００９９】
　また、ネットワークＩ／Ｆ７１は、ユーザが取得済みの割引率データを確認するために
ユーザ又は店員が図示しない操作部を操作したとき、第２のリーダ／ライタ８０を介して
ＩＣカード５０から読み出したサービス識別データをサービス管理装置２０に送信すると
共に、サービス管理装置２０より管理テーブルが送信され、送信された管理テーブルを表
示部７３に出力する。
【０１００】
　ネットワークＩ／Ｆ７１から割引率データが出力されるＰＯＳ機能部７２は、例えば商
品に付されたバーコード等を光学的に読み取るリーダ等を備えており、商品のバーコード
等の一次元又は二次元のシンボルを読み取る。ＰＯＳ機能部７２は、ネットワークＩ／Ｆ
７１より割引率データが出力され、出力された割引率データに応じて商品の決算処理を行
う。
【０１０１】
　動作状況等を表示する表示部７３は、例えば、ネットワークＩ／Ｆ７１より出力された
管理テーブルを表示し、ユーザや店員が割引率データを確認することができるようにする
。なお、表示部７３には、割引率データを示すバーコード等のシンボルを表示し、ＰＯＳ
機能部７２のリーダ等でシンボルを読み取ることができるようにしても良い。
【０１０２】
　全体の動作を制御する制御部７４は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等で構成され、図示しな
い操作部から入力される操作信号に応じて店舗端末装置７０の全体の動作を制御する。
【０１０３】
　具体的に、制御部７４は、ユーザが割引率データを使用するために、ユーザ又は店員が
図示しない操作部を操作し、ＩＣカード５０を第２のリーダ／ライタ８０にかざしたとき
、第２のリーダ／ライタ８０を介してＩＣカード５０よりサービス識別データを読み出し
、ＩＣカード５０を第２のリーダ／ライタ８０にかざしたときの曜日、店舗、時間帯等を
示す条件データを生成し、読み出したサービス識別データと生成した条件データとをネッ
トワークＩ／Ｆ７１を介してサービス管理装置２０に送信すると共に、ネットワークＩ／
Ｆ７１を介してサービス管理装置２０より送信された割引率データを用いてＰＯＳ機能部
７２で商品の決算処理を行う。
【０１０４】
　また、制御部７４は、ユーザが取得済みの割引率データを確認するためにユーザ又は店
員が図示しない操作部を操作し、ＩＣカード５０を第２のリーダ／ライタ８０にかざした
とき、第２のリーダ／ライタ８０を介してＩＣカード５０からサービス識別データを読み
出し、ネットワークＩ／Ｆ７１を介して読み出したサービス識別データをサービス管理装
置２０に送信すると共に、ネットワークＩ／Ｆ７１を介してサービス管理装置２０より送
信された管理テーブルを表示部７３で表示する。
【０１０５】
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　更に、以上のような店舗端末装置７０に接続される第２のリーダ／ライタ８０は、図１
０を用いて説明した第１のリーダ／ライタ６０と同様の構成を有するため、その構成の詳
細は省略する。
【０１０６】
　この第２のリーダ／ライタ８０は、ユーザがＩＣカード５０をかざしたとき、ＩＣカー
ド５０よりサービス識別データを読み出し、読み出したサービス識別データを店舗端末装
置７０に出力する。
【０１０７】
　次に、以上のように構成されたデータ処理システム１において、ユーザがＩＣカード５
０にサービスデータを取得するまでの一連の手順について図１５を参照して説明する。
【０１０８】
　先ず、広告主端末２は、ステップＳ１において、広告ソース３に格納している広告デー
タと、ユーザが所持管理するＩＣカード５０に格納された属性データと関連する広告デー
タを提供するための広告属性データとを広告配信装置１０に送信すると共に、ステップＳ
２において、この広告データの割引率データを管理する管理テーブルをサービス管理装置
２０に送信する。例えば、広告主が「○○○レストラン」の場合、「○○○レストラン」
の広告主端末２より、広告ソース３に格納している「メニューＡ１」と「メニューＡ２」
の画像データと、「メニューＡ１」に対して「２０代～３０代」と設定し、「メニューＡ
２」に対して「４０代～５０代」と設定した広告属性データとを広告配信装置１０に送信
すると共に、第１の管理テーブルをサービス管理装置２０に送信する。
【０１０９】
　広告主端末２より広告データと広告属性データとが送信された広告配信装置１０の広告
識別データ挿入部１２は、広告識別データを広告主端末２より送信された広告データの例
えばヘッダ部に挿入する。すなわち、広告配信装置１０の広告識別データ挿入部１２は、
「○○○レストラン」の広告主端末２より送信された「メニューＡ１」の画像データのヘ
ッダ部に広告識別データ「ＡＡ１」を挿入し、「メニューＡ２」の画像データのヘッダ部
に広告識別データ「ＡＡ２」を挿入する。
【０１１０】
　また、広告配信装置１０は、広告識別データを挿入した広告データと、広告属性データ
とを関連付けて広告データ格納部１３に格納する。すなわち、広告配信装置１０は、広告
識別データを挿入した「メニューＡ１」の画像データと、「２０代～３０代」と広告主に
より設定された広告属性データとを関連付けて広告データ格納部１３に格納し、「メニュ
ーＡ２」の画像データと、「４０代～５０代」と広告主により設定された広告属性データ
とを関連付けて広告データ格納部１３に格納する。
【０１１１】
　更に、広告配信装置１０は、ステップＳ３において、広告データ格納部１３に格納した
広告データの広告識別データをサービス管理装置２０に送信する。すなわち、広告配信装
置１０は、広告データ格納部１３に格納した「メニューＡ１」及び「メニューＡ２」の広
告識別データ「ＡＡ１」及び「ＡＡ２」をサービス管理装置２０に送信する。
【０１１２】
　広告配信装置１０より広告識別データが送信されたサービス管理装置２０は、複数の広
告主端末２よりそれぞれ送信された割引率データを管理する管理テーブルにサービス識別
データを付与し、このサービス識別データと広告配信装置１０より送信された広告識別デ
ータとを関連付けてデータベース２２で格納する。すなわち、サービス管理装置２０では
、広告主「○○○レストラン」の広告主端末２より送信された「メニューＡ１」の割引率
データを管理する第１の管理テーブルにサービス識別データ「ａａ１」を付与してデータ
ベース２２に格納し、このサービス識別データ「ａａ１」と広告配信装置１０より送信さ
れた「メニューＡ１」の画像データに挿入された広告識別データ「ＡＡ１」とを関連付け
て格納すると共に、「メニューＡ２」の割引率データを管理する第１の管理テーブルにサ
ービス識別データ「ａａ２」を付与して格納し、このサービス識別データ「ａａ２」と広
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告配信装置１０より送信された「メニューＡ２」の画像データに挿入された広告識別デー
タ「ＡＡ２」とを関連付けてデータベース２２に格納する。
【０１１３】
　そして、広告配信装置１０は、ステップＳ４において、広告データ格納部１３に格納さ
れている複数の広告データを、一又は複数の表示装置３０にストリーミング等で順次配信
する。
【０１１４】
　広告配信装置１０より複数の広告データが送信された表示装置３０は、広告配信装置１
０より送信された広告データの例えばヘッド部より広告識別データを抽出して広告識別デ
ータ格納部３３に格納すると共に、広告データを表示部３４で表示する。すなわち、表示
装置３０は、広告配信装置１０より送信された「メニューＡ１」及び「メニューＡ２」の
画像データのヘッド部より広告識別データ「ＡＡ１」及び「ＡＡ２」を抽出して広告識別
データ格納部３３に格納し、「映画Ｂ１」及び「映画Ｂ２」の動画データのヘッド部より
広告識別データ「ＢＢ１」及び「ＢＢ２」を抽出して広告識別データ格納部３３に格納し
、「商品Ｃ１」及び「商品Ｃ２」の画像データのヘッド部より広告識別データ「ＣＣ１」
及び「ＣＣ２」を抽出して広告識別データ格納部３３に格納し、「商品Ｄ」の画像データ
のヘッド部より広告識別データ「ＤＤＤ」を抽出して広告識別データ格納部３３に格納す
る。そして、例えば、左上の表示部３４には、「○○○レストラン」に関する広告データ
、すなわち「メニューＡ１」、「メニューＡ２」等の画像データが表示され、右上の表示
部３４には、「△△△映画館」の広告データ、すなわち「映画Ｂ１」、「映画Ｂ２」等の
予告動画データが表示され、左下の表示部３４には、「□□□スーパーマーケット」の広
告データ、すなわち「商品Ｃ１」、「商品Ｃ２」等の画像データが表示され、右下の表示
部３４には、「□□□スーパーマーケット」の「商品Ｄ」の画像データが表示される。
【０１１５】
　また、表示装置３０は、例えば、表示部３４で広告データが表示されているとき、ユー
ザが表示されている広告データの割引率データを取得しようと操作部３５で広告データを
選択すると、ステップＳ５において、表示装置３０は、選択された広告データの広告識別
データと、この広告データの割引率データの取得要求信号とをサービス管理装置２０に送
信する。例えば、ユーザが左上の表示部３４に表示されている「メニューＡ１」の割引率
データを取得しようと操作部３５で「メニューＡ１」の画像データを選択すると、表示装
置３０は、「メニューＡ１」の広告識別データ「ＡＡ１」と、「メニューＡ１」の割引率
データの取得要求信号とをサービス管理装置２０に送信する。
【０１１６】
　表示装置３０より広告識別データと取得要求信号とが送信されたサービス管理装置２０
の制御部２３は、データベース２２にアクセスし、表示装置３０より受信した広告識別デ
ータに関連付けられているサービス識別データをデータベース２２より特定し、ステップ
Ｓ６において、特定したサービス識別データを表示装置３０に送信する。すなわち、サー
ビス管理装置２０は、「メニューＡ１」の広告識別データ「ＡＡ１」に関連付けられてい
るサービス識別データ「ａａ１」をデータベース２２より特定し、サービス識別データ「
ａａ１」を表示装置３０に送信する。
【０１１７】
　サービス管理装置２０よりサービス識別データが送信された表示装置３０は、ステップ
Ｓ７において、サービス管理装置２０より送信されたサービス識別データ、例えば、「メ
ニューＡ１」と関連付けられたサービス識別データ「ａａ１」を第１のリーダ／ライタ６
０に出力する。
【０１１８】
　表示装置３０よりサービス識別データが出力された第１のリーダ／ライタ６０は、ステ
ップＳ８において、表示装置３０より出力されたサービス識別データ、例えば「ａａ１」
を、ユーザによってかざされたＩＣカード５０に送信し、ＩＣカード５０は、第１のリー
ダ／ライタ６０より送信されたサービス識別データ、例えば「ａａ１」を、メモリ５６に
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格納する。
【０１１９】
　かくして、ユーザは、表示装置３０で視聴している広告データを操作部３５で選択し、
第１のリーダ／ライタ６０にＩＣカード５０をかざすことによって、手軽にこの広告デー
タの割引率データを取得することができる。
【０１２０】
　次に、ユーザが割引率データを使用するときの一連の手順について図１６を参照して説
明する。先ず、ユーザが所持管理するＩＣカード５０には、例えば「○○○レストラン」
の「メニューＡ１」の画像データと関連付けられたサービス識別データ、例えば「ａａ１
」を、メモリ５６に格納している場合について説明する。
【０１２１】
　例えば、店舗端末装置７０を設置する「○○○レストラン」を「土曜日」に訪ねたユー
ザは、「メニューＡ１」の決済処理を行う際に、ユーザ又は店員が図示しない操作部を操
作すると共に、自らが所持管理するＩＣカード５０を店舗端末装置７０の第２のリーダ／
ライタ８０にかざす。
【０１２２】
　ＩＣカード５０がかざされた第２のリーダ／ライタ８０は、ステップＳ１０において、
かざされたＩＣカード５０よりサービス識別データ、例えば「ａａ１」を読み出し、ステ
ップＳ１１において、読み出したサービス識別データ、例えば「ａａ１」を店舗端末装置
７０に出力する。
【０１２３】
　第２のリーダ／ライタ８０よりサービス識別データが出力された店舗端末装置７０の制
御部７４は、ＩＣカード５０が第２のリーダ／ライタ８０にかざされたときの条件データ
を生成する。例えば、「○○○レストラン」の店舗端末装置７０は、「土曜日」という曜
日を示す条件データを生成する。
【０１２４】
　条件データを生成した店舗端末装置７０は、ステップＳ１２において、サービスデータ
の割引率データを取得するために、第２のリーダ／ライタ８０より出力されたサービス識
別データ、例えば「ａａ１」と、条件データ、例えば「土曜日」とを、サービス管理装置
２０に送信する。
【０１２５】
　店舗端末装置７０よりサービス識別データと条件データとが送信されたサービス管理装
置２０の制御部２３は、データベース２２にアクセスし、店舗端末装置７０より送信され
たサービス識別データと関連付けられた管理テーブルをデータベース２２より特定し、特
定した管理テーブルで条件データに応じた割引率データを生成し、ステップＳ１３におい
て、生成した割引率データを店舗端末装置７０に送信する。すなわち、サービス管理装置
２０の制御部２３は、データベース２２にアクセスし、サービス識別データ「ａａ１」と
関連付けられた第１の管理テーブルをデータベース２２より特定し、第１の管理テーブル
で条件データ「土曜日」に応じた１０％の割引率データを生成し、１０％の割引率データ
を「○○○レストラン」の店舗端末装置７０に送信する。
【０１２６】
　サービス管理装置２０より割引率データが送信された店舗端末装置７０は、「メニュー
Ａ１」に対して、１０％の割引率で、ＰＯＳ機能部７２で決済処理を行う。
【０１２７】
　次に、ユーザが所持管理するＩＣカード５０には、例えば「△△△映画館」の「映画Ｂ
１」の予告動画データと関連付けられたサービス識別データ、例えば「ｂｂ１」を、メモ
リ５６に格納している場合について説明する。
【０１２８】
　例えば、店舗端末装置７０を設置する「△△△映画館」の「６６６店舗」を訪ねたユー
ザは、「映画Ｂ１」の決済処理を行う際に、ユーザ又は店員が図示しない操作部を操作す
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ると共に、自らが所持管理するＩＣカード５０を店舗端末装置７０の第２のリーダ／ライ
タ８０にかざす。
【０１２９】
　ＩＣカード５０がかざされた第２のリーダ／ライタ８０は、ステップＳ１０において、
かざされたＩＣカード５０よりサービス識別データ、例えば「ｂｂ１」を読み出し、ステ
ップＳ１１において、読み出したサービス識別データ、例えば「ｂｂ１」を店舗端末装置
７０に出力する。
【０１３０】
　第２のリーダ／ライタ８０よりサービス識別データが出力された店舗端末装置７０の制
御部７４は、ＩＣカード５０が第２のリーダ／ライタ８０にかざされたときの条件データ
を生成する。例えば、「△△△映画館」の「６６６店舗」の店舗端末装置７０は、「６６
６店舗」という店舗を示す条件データを生成する。
【０１３１】
　条件データを生成した店舗端末装置７０は、ステップＳ１２において、サービスデータ
の割引率データを取得するために、第２のリーダ／ライタ８０より出力されたサービス識
別データ、例えば「ｂｂ１」と、条件データ、例えば「６６６店舗」とを、サービス管理
装置２０に送信する。
【０１３２】
　店舗端末装置７０よりサービス識別データと条件データとが送信されたサービス管理装
置２０の制御部２３は、データベース２２にアクセスし、店舗端末装置７０より送信され
たサービス識別データと関連付けられた管理テーブルをデータベース２２より特定し、特
定した管理テーブルで条件データに応じた割引率データを生成し、ステップＳ１３におい
て、生成した割引率データを店舗端末装置７０に送信する。すなわち、サービス管理装置
２０の制御部２３は、データベース２２にアクセスし、サービス識別データ「ｂｂ１」と
関連付けられた第２の管理テーブルをデータベース２２より特定し、第２の管理テーブル
で条件データ「６６６店舗」に応じた５％の割引率データを生成し、５％の割引率データ
を「△△△映画館」の「６６６店舗」の店舗端末装置７０に送信する。
【０１３３】
　サービス管理装置２０より割引率データが送信された店舗端末装置７０は、「映画Ｂ１
」に対して、５％の割引率で、ＰＯＳ機能部７２で決済処理を行う。
【０１３４】
　次に、ユーザが所持管理するＩＣカード５０には、例えば「□□□スーパーマーケット
」の「商品Ｃ１」の画像データと関連付けられたサービス識別データ、例えば「ｃｃ１」
を、メモリ５６に格納している場合について説明する。
【０１３５】
　例えば、店舗端末装置７０を設置する「□□□スーパーマーケット」を「１６時３０分
」に訪ねたユーザは、「商品Ｃ１」の決済処理を行う際に、ユーザ又は店員が図示しない
操作部を操作すると共に、自らが所持管理するＩＣカード５０を店舗端末装置７０の第２
のリーダ／ライタ８０にかざす。
【０１３６】
　ＩＣカード５０がかざされた第２のリーダ／ライタ８０は、ステップＳ１０において、
かざされたＩＣカード５０よりサービス識別データ、例えば「ｃｃ１」を読み出し、ステ
ップＳ１１において、読み出したサービス識別データ、例えば「ｃｃ１」を店舗端末装置
７０に出力する。
【０１３７】
　第２のリーダ／ライタ８０よりサービス識別データが出力された店舗端末装置７０の制
御部７４は、ＩＣカード５０が第２のリーダ／ライタ８０にかざされたときの条件データ
を生成する。例えば、「□□□スーパーマーケット」の店舗端末装置７０は、「１６時３
０分」という時間帯を示す条件データを生成する。
【０１３８】



(20) JP 2009-43147 A 2009.2.26

10

20

30

40

50

　条件データを生成した店舗端末装置７０は、ステップＳ１２において、サービスデータ
の割引率データを取得するために、第２のリーダ／ライタ８０より出力されたサービス識
別データ、例えば「ｃｃ１」と、条件データ、例えば「１６時３０分」とを、サービス管
理装置２０に送信する。
【０１３９】
　店舗端末装置７０よりサービス識別データと条件データとが送信されたサービス管理装
置２０の制御部２３は、データベース２２にアクセスし、店舗端末装置７０より送信され
たサービス識別データと関連付けられた管理テーブルをデータベース２２より特定し、特
定した管理テーブルで条件データに応じた割引率データを生成し、ステップＳ１３におい
て、生成した割引率データを店舗端末装置７０に送信する。すなわち、サービス管理装置
２０の制御部２３は、データベース２２にアクセスし、サービス識別データ「ｃｃ１」と
関連付けられた第３の管理テーブルを特定し、第３の管理テーブルで条件データ「１６時
３０分」に応じた５％の割引率データを生成し、５％の割引率データを「□□□スーパー
マーケット」の店舗端末装置７０に送信する。
【０１４０】
　サービス管理装置２０より割引率データが送信された店舗端末装置７０は、「商品Ｃ１
」に対して、５％の割引率で、ＰＯＳ機能部７２で決済処理を行う。
【０１４１】
　次に、ユーザが所持管理するＩＣカード５０には、例えば「□□□スーパーマーケット
」の「商品Ｄ」の画像データと関連付けられたサービス識別データ、例えば「ｄｄｄ」を
、メモリ５６に格納している場合について説明する。
【０１４２】
　例えば、店舗端末装置７０を設置する「□□□スーパーマーケット」を「土曜日、１６
時３０分」に訪ねたユーザは、「商品Ｄ」の決済処理を行う際に、ユーザ又は店員が図示
しない操作部を操作すると共に、自らが所持管理するＩＣカード５０を店舗端末装置７０
の第２のリーダ／ライタ８０にかざす。
【０１４３】
　ＩＣカード５０がかざされた第２のリーダ／ライタ８０は、ステップＳ１０において、
かざされたＩＣカード５０よりサービス識別データ、例えば「ｄｄｄ」を読み出し、ステ
ップＳ１１において、読み出したサービス識別データ、例えば「ｄｄｄ」を店舗端末装置
７０に出力する。
【０１４４】
　第２のリーダ／ライタ８０よりサービス識別データが出力された店舗端末装置７０の制
御部７４は、ＩＣカード５０が第２のリーダ／ライタ８０にかざされたときの条件データ
を生成する。例えば、「□□□スーパーマーケット」の店舗端末装置７０は、「土曜日、
１６時３０分」という曜日及び時間帯を示す条件データを生成する。
【０１４５】
　条件データを生成した店舗端末装置７０は、ステップＳ１２において、サービスデータ
である割引率データを取得するために、第２のリーダ／ライタ８０より出力されたサービ
ス識別データ、例えば「ｄｄｄ」と、条件データ、例えば「土曜日、１６時３０分」とを
、サービス管理装置２０に送信する。
【０１４６】
　店舗端末装置７０よりサービス識別データと条件データとが送信されたサービス管理装
置２０の制御部２３は、データベース２２にアクセスし、店舗端末装置７０より受信した
サービス識別データと関連付けられた管理テーブルをデータベース２２より特定し、特定
した管理テーブルで条件データに応じた割引率データを生成し、ステップＳ１３において
、生成したサービスデータである割引率データを店舗端末装置７０に送信する。すなわち
、サービス管理装置２０の制御部２３は、データベース２２にアクセスし、サービス識別
データ「ｄｄｄ」と関連付けられた第４の管理テーブルをデータベース２２より特定し、
第４の管理テーブルで条件データ「土曜日、１６時３０分」に応じた１０％の割引率デー
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タを生成し、１０％の割引率データを「□□□スーパーマーケット」の店舗端末装置７０
に送信する。
【０１４７】
　サービス管理装置２０より割引率データが送信された店舗端末装置７０は、「商品Ｄ」
に対して、１０％の割引率で、ＰＯＳ機能部７２で決済処理を行う。
【０１４８】
　なお、割引率データが使用されて決済処理を行った店舗端末装置７０は、例えば、割引
率データが使用されたことを示す使用済みデータを、第２のリーダ／ライタ８０に出力し
、第２のリーダ／ライタ８０では、店舗端末装置７０より送信された使用済みデータをＩ
Ｃカードに送信し、ＩＣカード５０は、第２のリーダ／ライタ８０より送信された使用済
みデータによって、メモリ５６に格納されているサービス識別データを無効化し、一度使
用されたサービス識別データが重複利用されないようにしてもよい。
【０１４９】
　また、条件データは、店舗端末装置７０で生成することに限定されるものではなく、サ
ービス管理装置２０で生成されてもよい。
【０１５０】
　かくして、ユーザは、ユーザ又は店員が図示しない操作部を操作すると共に、自らが所
持管理するＩＣカード５０を第２のリーダ／ライタ８０にかざすことで、割引率データを
使用することができる。
【０１５１】
　また、ＩＣカード５０と店舗端末装置７０との間でサービス識別データをやり取りする
ことで、ＩＣカード５０と店舗端末装置７０との間のデータ通信量を少なくすることがで
きる。
【０１５２】
　なお、データ処理システム１は、広告配信装置１０より送信された広告データを順次表
示部３４で表示することに限定されるものではなく、ユーザが表示装置３０に表示されて
いる広告データの割引率データを取得しようと操作部３５で広告データを選択する前に、
ユーザが所持管理するＩＣカード５０に格納された属性データと関連する広告データを表
示装置３０に表示させるようにしてもよい。以下、表示装置３０にユーザが所持管理する
ＩＣカード５０に格納された属性データと関連する広告データを表示装置３０に表示させ
るときの一連の手順について図１７を参照して説明する。
【０１５３】
　先ず、広告データが表示されている表示装置３０を訪ねたユーザは、自らが所持管理す
るＩＣカード５０を第１のリーダ／ライタ６０にかざす。
【０１５４】
　ＩＣカード５０がかざされた第１のリーダ／ライタ６０は、ステップＳ２０において、
かざされたＩＣカード５０より、例えば「３０代、男性」という属性データを読み出し、
ステップＳ２１において、読み出した属性データと、この属性データと関連する広告デー
タの広告要求信号を表示装置３０に出力する。
【０１５５】
　第１のリーダ／ライタ６０より属性データと広告要求信号とが出力された表示装置３０
は、ステップＳ２２において、属性データと広告要求信号とを広告配信装置１０に送信す
る。
【０１５６】
　表示装置３０より属性データと広告要求信号とが送信された広告配信装置１０の制御部
１４は、ステップＳ２３において、表示装置３０より送信された属性データと関連付けら
れている広告属性データが設定されている広告データを広告データ格納部１３より特定し
、特定した広告データを表示装置３０に送信する。すなわち、広告配信装置１０の制御部
１４は、「３０代、男性」という属性データと関連付けられている広告属性データが設定
されている「メニューＡ１」の画像データと、「映画Ｂ１」の動画データと、「商品Ｃ１
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」の画像データと、「商品Ｄ」の画像データとを広告データ格納部１３より特定し、表示
装置３０に送信する。
【０１５７】
　広告配信装置１０より広告データが送信された表示装置３０は、広告配信装置１０より
送信された広告データ、例えば「メニューＡ１」の画像データと、「映画Ｂ１」の動画デ
ータと、「商品Ｃ１」の画像データと、「商品Ｄ」の画像データとを表示部３４で表示す
る。
【０１５８】
　かくして、ユーザは、属性データと関連する広告データを同時に視聴することができ、
自分の属性データと関連する広告データを容易に選択することができる。
【０１５９】
　また、データ処理システム１は、ユーザが割引率データを取得する前後に、表示部３４
に表示されている広告データの割引率データを表示装置３０に表示し、ユーザが確認する
ことができるようにしてもよい。以下、表示部３４に表示されている広告データの割引率
データを表示装置３０で表示するときの一連の手順について図１８を参照して説明する。
【０１６０】
　表示装置３０は、ユーザが表示部３４に表示されている一の広告データを操作部３５で
選択すると、ステップＳ３０において、選択された広告データの広告識別データと、この
広告データの割引率データを確認する確認要求信号とをサービス管理装置２０に送信する
。例えば、表示装置３０は、ユーザが左上の表示部３４に表示されている「メニューＡ１
」を操作部３５で選択すると、「メニューＡ１」の広告識別データ「ＡＡ１」と、「メニ
ューＡ１」の割引率データを確認する確認要求信号とをサービス管理装置２０に送信する
。
【０１６１】
　表示装置３０より広告識別データと確認要求信号とが送信されたサービス管理装置２０
の制御部２３は、データベース２２にアクセスし、表示装置３０より送信された広告識別
データと関連付けられている管理テーブルをデータベース２２より特定し、ステップＳ３
１において、特定した管理テーブルを表示装置３０に送信する。すなわち、サービス管理
装置２０の制御部２３は、データベース２２にアクセスし、広告識別データ「ＡＡ１」と
関連付けられている第１の管理テーブルをデータベース２２より特定し、第１の管理テー
ブルを表示装置３０に送信する。
【０１６２】
　サービス管理装置２０より管理テーブルが送信された表示装置３０は、サービス管理装
置２０より送信された第１の管理テーブルを表示部３４で表示する。
【０１６３】
　なお、表示部３４には、第１の管理テーブルに管理されている全ての広告データの割引
率データを表示することに限定されるものではなく、第１の管理テーブルの一部、すなわ
ち、「メニューＡ１」の割引率データだけを表示するようにしてもよい。
【０１６４】
　かくして、ユーザは、表示部３４に表示されている一の広告データを操作部３５で選択
することによって、選択した広告データの割引率データが表示部３４で表示され、選択し
た広告データの割引率データを確認することができる。
【０１６５】
　更に、データ処理システム１は、ユーザが所持管理するＩＣカード５０に既に取得済み
の割引率データを表示装置３０に表示し、ユーザが表示装置３０で確認することができる
ようにしてもよい。以下、既にユーザが所持管理するＩＣカード５０に取得済みの割引率
データを表示装置３０で表示するときの一連の手順について図１９を参照して説明する。
【０１６６】
　ここで、ユーザが所持管理するＩＣカード５０には、例えば「○○○レストラン」の「
メニューＡ１」の画像データと関連付けられたサービス識別データ、例えば「ａａ１」を
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、既にメモリ５６に格納し、取得済みの場合について説明する。
【０１６７】
　先ず、ユーザは、表示装置３０を訪ね、操作部３５で既に自らが所持管理するＩＣカー
ド５０に取得済みの割引率データを確認する操作を行うと共に、自らが所持管理するＩＣ
カード５０を第１のリーダ／ライタ６０にかざす。
【０１６８】
　ＩＣカード５０がかざされた第１のリーダ／ライタ６０は、ステップＳ４０において、
かざされたＩＣカード５０よりサービス識別データを読み出し、ステップＳ４１において
、読み出したサービス識別データを表示装置３０に出力する。すなわち、第１のリーダ／
ライタ６０は、ＩＣカード５０よりサービス識別データ「ａａ１」を読み出し、サービス
識別データ「ａａ１」を表示装置３０に出力する。
【０１６９】
　第１のリーダ／ライタ６０よりサービス識別データが出力された表示装置３０は、ステ
ップＳ４２において、第１のリーダ／ライタ６０より出力されたサービス識別データと、
このサービス識別データと関連付けられた広告データの割引率データの確認要求信号とを
サービス管理装置２０に送信する。
【０１７０】
　表示装置３０よりサービス識別データと確認要求信号とが送信されたサービス管理装置
２０の制御部２３は、データベース２２にアクセスし、表示装置３０より送信されたサー
ビス識別データと関連付けられている管理テーブルをデータベース２２より特定し、ステ
ップＳ４３において、特定した管理テーブルを表示装置３０に送信する。すなわち、サー
ビス管理装置２０の制御部２３は、データベース２２にアクセスし、サービス識別データ
「ａａ１」と関連付けられている第１の管理テーブルをデータベース２２より特定し、第
１の管理テーブルを表示装置３０に送信する。
【０１７１】
　サービス管理装置２０より管理テーブルが送信された表示装置３０は、サービス管理装
置２０より送信された管理テーブル、例えば第１の管理テーブルを表示部３４で表示する
。
【０１７２】
　かくして、ユーザは、操作部３５で取得済みの割引率データを確認する操作を行うと共
に、自らが所持管理するＩＣカード５０を第１のリーダ／ライタ６０にかざすことによっ
て、自らが所持管理するＩＣカード５０に既に取得済みの割引率データが表示装置３０で
表示され、自らが所持管理するＩＣカード５０に既に取得済みの割引率データを表示装置
３０で確認することができる。
【０１７３】
　また、データ処理システム１は、既にユーザが所持管理するＩＣカード５０に取得済み
の割引率データを店舗端末装置７０に表示し、ユーザが店舗端末装置７０で確認すること
ができるようにしてもよい。以下、既にユーザが所持管理するＩＣカード５０に取得済み
の割引率データを店舗端末装置７０に表示するときの一連の手順について図２０を参照し
て説明する。
【０１７４】
　ここで、ユーザが所持管理するＩＣカード５０には、例えば「○○○レストラン」の「
メニューＡ１」の画像データと関連付けられたサービス識別データ、例えば「ａａ１」を
、既にメモリ５６に格納し、取得済みの場合について説明する。
【０１７５】
　先ず、ユーザは、店舗端末装置７０を設置する「○○○レストラン」を訪ね、図示しな
い操作部で取得済みの割引率データを確認する操作を行うと共に、自らが所持管理するＩ
Ｃカード５０を第２のリーダ／ライタ８０にかざす。
【０１７６】
　ＩＣカード５０がかざされた第２のリーダ／ライタ８０は、ステップＳ５０において、
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かざされたＩＣカード５０よりサービス識別データを読み出し、ステップＳ５１において
、読み出したサービス識別データを店舗端末装置７０に出力する。すなわち、第２のリー
ダ／ライタ８０は、ＩＣカード５０よりサービス識別データ「ａａ１」を読み出し、サー
ビス識別データ「ａａ１」を店舗端末装置７０に出力する。
【０１７７】
　第２のリーダ／ライタ８０よりサービス識別データが出力された店舗端末装置７０は、
ステップＳ５２において、第２のリーダ／ライタ８０より受信したサービス識別データと
、このサービス識別データと関連付けられた広告データの割引率の確認要求信号とをサー
ビス管理装置２０に送信する。
【０１７８】
　店舗端末装置７０よりサービス識別データと確認要求信号とが送信されたサービス管理
装置２０の制御部２３は、データベース２２にアクセスし、店舗端末装置７０より送信さ
れたサービス識別データと関連付けられている管理テーブルをデータベース２２より特定
し、ステップＳ５３において、特定した管理テーブルを店舗端末装置７０に送信する。す
なわち、サービス管理装置２０の制御部２３は、データベース２２にアクセスし、サービ
ス識別データ「ａａ１」と関連付けられている第１の管理テーブルをデータベース２２よ
り特定し、第１の管理テーブルを店舗端末装置７０に送信する。
【０１７９】
　サービス管理装置２０より管理テーブルが送信された店舗端末装置７０は、サービス管
理装置２０より送信された管理テーブル、例えば第１の管理テーブルを表示部７３で表示
する。
【０１８０】
　かくして、ユーザは、店舗端末装置７０の図示しない操作部で取得済みの割引率データ
を確認する操作を行うと共に、自らが所持管理するＩＣカード５０を第２のリーダ／ライ
タ８０にかざすことによって、自らが所持管理するＩＣカード５０に既に取得済みの割引
率データが店舗端末装置７０で表示され、取得済みの割引率データを店舗端末装置７０で
確認することができる。
【０１８１】
　以上のような構成を有するデータ処理システム１は、広告配信装置１０より送信された
広告識別データが挿入された広告データを表示部３４に表示する表示装置３０が、ユーザ
によって表示部３４に表示されている広告データの割引率データを取得しようと操作部３
５で広告データが選択されると、選択された広告データの広告識別データと割引率データ
の取得要求信号とをサービス管理装置２０に送信し、サービス管理装置２０の制御部２３
が、データベース２２にアクセスし、表示装置３０より送信された広告識別データに関連
付けられたサービス識別データをデータベース２２より特定し、特定したサービス識別デ
ータを表示装置３０に送信し、表示装置３０が、サービス管理装置２０より送信されたサ
ービス識別データを第１のリーダ／ライタ６０を介してＩＣカード５０に書き込み、ユー
ザが所持管理するＩＣカード５０を店舗端末装置７０の第２のリーダ／ライタ８０にかざ
すと、第２のリーダ／ライタ８０がＩＣカード５０よりサービス識別データを読み出して
、読み出したサービス識別データを店舗端末装置７０に出力し、店舗端末装置７０が、Ｉ
Ｃカードが第２のリーダ／ライタ８０にかざされたときの曜日、店舗、時間帯等を示す条
件データを生成すると共に、第２のリーダ／ライタ８０より出力されたサービス識別デー
タと生成した割引率データの条件データとをサービス管理装置２０に送信し、サービス管
理装置２０の制御部２３が、データベース２２にアクセスし、店舗端末装置７０より送信
されたサービス識別データに関連付けられた管理テーブルをデータベース２２より特定し
、特定した管理テーブルで条件データに応じた割引率データを生成し、生成した割引率デ
ータを店舗端末装置７０に送信することで、曜日や店舗や時間帯等の条件によって割引率
を変更することができるので、来客の少ない条件のときに、割引率を高く設定することが
できるようになり、来客を増やすように誘導することができる。
【０１８２】



(25) JP 2009-43147 A 2009.2.26

10

20

30

40

50

　また、データ処理システム１は、ＩＣカード５０と店舗端末装置７０との間でサービス
識別データをやり取りすることで、ＩＣカード５０と店舗端末装置７０との間のデータ通
信量を少なくすることができる。
【０１８３】
　更に、データ処理システム１は、ユーザが表示装置３０を訪ね、自らが所持管理するＩ
Ｃカード５０を第１のリーダ／ライタ６０にかざすと、第１のリーダ／ライタ６０が、か
ざされたＩＣカード５０より属性データを読み出し、読み出した属性データを表示装置３
０に出力し、表示装置３０が、第１のリーダ／ライタ６０より出力された属性データと、
この属性データと関連する広告データの広告要求信号とを広告配信装置１０に送信し、広
告配信装置１０の制御部１４が、表示装置３０より送信された属性データと関連付けられ
ている広告データを広告データ格納部１３より特定し、特定した広告データを表示装置３
０に送信し、表示装置３０が、広告配信装置１０より送信された属性データと関連付けら
れている広告データを表示部３４で表示することで、ユーザが、属性データと関連する広
告データを視聴することができる。
【０１８４】
　また、データ処理システム１は、ユーザが表示装置３０を訪ね、ユーザが表示装置３０
の表示部３４に表示されている一の広告データを選択すると、表示装置３０が選択された
広告データの広告識別データとこの広告データの割引率データを確認する確認要求信号と
をサービス管理装置２０に送信し、サービス管理装置２０の制御部２３が、データベース
２２にアクセスし、表示装置３０より送信された広告識別データと関連付けられている管
理テーブルをデータベース２２より特定し、特定した管理テーブルを表示装置３０に送信
し、表示装置３０が、サービス管理装置２０より送信された管理テーブルを表示部３４で
表示することで、ユーザが、選択した広告データの割引率データを表示装置３０で確認す
ることができる。
【０１８５】
　更に、データ処理システム１は、ユーザが表示装置３０を訪ね、自らが所持管理するＩ
Ｃカード５０に既に取得済みの割引率データを確認する操作を操作部３５で行うと共に、
自らが所持管理するＩＣカード５０を表示装置３０の第１のリーダ／ライタ６０にかざす
と、第１のリーダ／ライタ６０が、かざされたＩＣカード５０よりサービス識別データを
読み出し、読み出したサービス識別データを表示装置３０に出力し、表示装置３０が、第
１のリーダ／ライタ６０より出力されたサービス識別データと、このサービス識別データ
と関連付けられた広告データの割引率の確認要求信号とをサービス管理装置２０に送信し
、サービス管理装置２０の制御部２３が、データベース２２にアクセスし、表示装置３０
より送信されたサービス識別データと関連付けられている管理テーブルをデータベース２
２より特定し、特定した管理テーブルを表示装置３０に送信し、表示装置３０が、サービ
ス管理装置２０より送信された管理テーブルを表示部３４で表示することで、ユーザが、
自らが所持管理するＩＣカード５０に既に取得済みの割引率データを表示装置３０で確認
することができる。
【０１８６】
　また、データ処理システム１は、ユーザが店舗端末装置７０を設置する店舗を訪ね、自
らが所持管理するＩＣカード５０に既に取得済みの割引率データを確認する操作を図示し
ない操作部で行うと共に、自らが所持管理するＩＣカード５０を店舗端末装置７０に接続
されている第２のリーダ／ライタ８０にかざすと、第２のリーダ／ライタ８０が、かざさ
れたＩＣカード５０よりサービス識別データを読み出し、読み出したサービス識別データ
を店舗端末装置７０に出力し、店舗端末装置７０が、第２のリーダ／ライタ８０より送信
されたサービス識別データと、このサービス識別データと関連付けられた広告データの割
引率の確認要求信号とをサービス管理装置２０に送信し、サービス管理装置２０の制御部
２３が、データベース２２にアクセスし、店舗端末装置７０より送信されたサービス識別
データと関連付けられている管理テーブルをデータベース２２より特定し、特定した管理
テーブルを店舗端末装置７０に送信し、店舗端末装置７０が、サービス管理装置２０より
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送信された管理テーブルを表示部７３で表示することで、ユーザが、自らが所持管理する
ＩＣカード５０に既に取得済みの割引率データを店舗端末装置７０で確認することができ
る。
【０１８７】
　更に、表示装置３０及び店舗端末装置７０を用いて、ユーザが、自らが所持管理するＩ
Ｃカード５０に既に取得済みの割引率データを確認することに限定されるものではなく、
図１に示すように、ユーザが所持管理するＰＣやテレビジョン受信機等のユーザ端末９０
で確認することができるようにしてもよい。
【０１８８】
　なお、ユーザ端末９０は、インターネット等のネットワークを介してサービス管理装置
２０と通信を行うネットワークＩ／Ｆと、割引率データを確認するＣＲＴ（Cathode Ray 
Tube）、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等の表示部と、操作信号を入力する押しボタ
ン、スライドスイッチ、キーボード等で構成された操作部と、内蔵又は近接した位置に設
けられた第３のリーダ／ライタ１００とを備えている。
【０１８９】
　以下、既にユーザが所持管理するＩＣカード５０に取得済みの割引率データをユーザ端
末９０で表示するときの一連の手順について図１９を参照して説明する。
【０１９０】
　ここで、ユーザが所持管理するＩＣカード５０には、例えば「○○○レストラン」の「
メニューＡ１」の画像データと関連付けられたサービス識別データ、例えば「ａａ１」を
、既にメモリ５６に格納し、取得済みの場合について説明する。
【０１９１】
　先ず、ユーザは、自宅のＰＣの図示しない操作部で既に自らが所持管理するＩＣカード
５０に取得済みの割引率データを確認する操作を行うと共に、自らが所持管理するＩＣカ
ード５０を第３のリーダ／ライタ１００にかざす。
【０１９２】
　ＩＣカード５０がかざされた第３のリーダ／ライタ１００は、ステップＳ４０において
、かざされたＩＣカード５０よりサービス識別データを読み出し、ステップＳ４１におい
て、読み出したサービス識別データをユーザ端末９０に出力する。すなわち、第３のリー
ダ／ライタ１００は、ＩＣカード５０よりサービス識別データ「ａａ１」を読み出し、サ
ービス識別データ「ａａ１」をユーザ端末９０に出力する。
【０１９３】
　第３のリーダ／ライタ１００よりサービス識別データが出力されたユーザ端末９０は、
ステップＳ４２において、第３のリーダ／ライタ１００より出力されたサービス識別デー
タと、このサービス識別データと関連付けられた広告データの割引率データの確認要求信
号とをサービス管理装置２０に送信する。
【０１９４】
　ユーザ端末９０よりサービス識別データと確認要求信号とが送信されたサービス管理装
置２０の制御部２３は、データベース２２にアクセスし、ユーザ端末９０より送信された
サービス識別データと関連付けられている管理テーブルをデータベース２２より特定し、
ステップＳ４３において、特定した管理テーブルをユーザ端末９０に送信する。すなわち
、サービス管理装置２０の制御部２３は、データベース２２にアクセスし、サービス識別
データ「ａａ１」と関連付けられている第１の管理テーブルをデータベース２２より特定
し、第１の管理テーブルをユーザ端末９０に送信する。
【０１９５】
　サービス管理装置２０より管理テーブルが送信されたユーザ端末９０は、サービス管理
装置２０より送信された管理テーブル、例えば第１の管理テーブルを表示部で表示する。
【０１９６】
　かくして、ユーザは、自宅のＰＣテレビジョン受信機等のユーザ端末９０の操作部で取
得済みの割引率データを確認する操作を行うと共に、自らが所持管理するＩＣカード５０



(27) JP 2009-43147 A 2009.2.26

10

20

30

40

をユーザ端末９０に内蔵又は近接した位置に設けられた第３のリーダ／ライタ１００にか
ざすことによって、自らが所持管理するＩＣカード５０に既に取得済みの割引率データが
表示部で表示され、自らが所持管理するＩＣカード５０に既に取得済みの割引率データを
ユーザ端末９０で確認することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１９７】
【図１】本発明が適用されたデータ処理システムの全体構成を示した図である。
【図２Ａ】広告主端末と広告配信装置の構成を示したブロック図である。
【図２Ｂ】広告ソースに格納されているデータの一例を示した図である。
【図３】第１の管理テーブルの一例を示した図である。
【図４】第２の管理テーブルの一例を示した図である。
【図５】第３の管理テーブルの一例を示した図である。
【図６】第４の管理テーブルの一例を示した図である。
【図７Ａ】サービス管理装置の構成を示したブロック図である。
【図７Ｂ】データベースに格納されているデータの一例を示した図である。
【図８】表示装置の構成を示したブロック図である。
【図９】ＩＣカードの構成を示したブロック図である。
【図１０】第１のリーダ／ライタの構成を示したブロック図である。
【図１１】表示部を４つ備えた表示装置の斜視図である。
【図１２】表示部内に第１のリーダ／ライタを設けた表示装置の断面図である。
【図１３】図１１の表示装置の４つの表示部の表示例を示した図である。
【図１４】店舗端末装置の構成を示したブロック図である。
【図１５】割引率データを取得するまでの一連の動作を示すフローチャートである。
【図１６】割引率データを使用するときの一連の動作を示すフローチャートである。
【図１７】属性データと関連する広告データを表示部に表示する一連の動作を示すフロー
チャートである。
【図１８】管理テーブルを表示部に表示する一連の動作を示すフローチャートである。
【図１９】取得済みの割引率データを管理する管理テーブルを表示装置に表示する一連の
動作、及び、取得済みの割引率データを管理する管理テーブルをユーザ端末に表示する一
連の動作を示すフローチャートである。
【図２０】取得済みの割引率データを管理する管理テーブルを店舗端末装置に表示する一
連の動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１９８】
１　データ処理システム、２　広告主端末、３　広告ソース、４　ネットワークＩ／Ｆ、
５　制御部、１０　広告配信装置、１１　ネットワークＩ／Ｆ、１２　広告識別データ挿
入部、１３　広告データ格納部、１４　制御部、２０　サービス管理装置、２１　ネット
ワークＩ／Ｆ、２２　データベース、２３　制御部、３０　表示装置、３１　ネットワー
クＩ／Ｆ、３２　広告識別データ抽出部、３３　広告識別データ格納部、３４　表示部、
３４ａ　通信領域、３５　操作部、３６　制御部、５０　ＩＣカード、５１　アンテナ、
５２　コントローラ、５３　ＲＦ部、５４　ＲＯＭ、５５　ＲＡＭ、５６　メモリ、５７
　レギュレータ、６０　第１のリーダ／ライタ、６１　ＩＣチップ、６２　ＣＰＵ、６３
　ＳＰＵ、６４　メモリ、６５ａ　ＲＡＭ、６５ｂ　ＲＯＭ、６６　復調部、６７　アン
テナ、６８　変調部、６９　発振回路、　７０　店舗端末装置、７１　ネットワークＩ／
Ｆ、７２　ＰＯＳ機能部、７３　表示部、７４　制御部、８０　第２のリーダ／ライタ、
９０　ユーザ端末、１００　第３のリーダ／ライタ
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